
名大職組 契約・パート職員部会 

「雇用期限問題について」の報告会 ＆ 組合説明会 

開 催 の ご 案 内 
名古屋大学職員組合 契約・パート部会では、２０１３年の改正労働契約法施行に伴い、非常勤職員の期限撤廃に向け

て各部局長と会見を行ってきました。そして、団体交渉、学習会の開催、ビラ配り、署名活動、幟など積極的に活動し

ました。その結果、人事関係制度の見直しが行われ、名古屋大学では、２０１８年度より非常勤職員の雇用が大きく変

わろうとしています。そこで、「非常勤職員の雇用期限問題について」の報告会と、職員組合の説明会を、下記の日程

で開催いたします。 

組合員の方も、組合未加入の方も、どうぞお気軽にご参加ください。（※参加される方には、無料で軽食をご用意いた

します。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「申込締め切り」 2017 年 8 月 29 日（火） 

※締め切り日以降に参加を希望された場合、軽食のご用意ができません。ご了承ください。 

「申 込 方 法」 右側に記載された方法で、メールか電話でお申し込み下さい。 

 

 

  

 「非常勤職員の雇用期限問題」 報告会 ＆ 組合説明会 

日 時： ２０１７年９月 7 日（木）12: 15－12: 45 

場 所： 工学部７号館１階７０２講義室（キャンパスマップ C2-2） 

 

対象者： 本学で勤務するすべての契約・パート職員の方（※事前申込が必要です。） 

内 容： 「雇用期限問題について」の報告会 

名古屋大学職員組合 説明会 

その他（時間があれば皆様からの質問に簡単にお答えします。） 

希望の方は、8月 29日（火）までに、事前にお申込みの上ご参加ください。 

※学生相談総合センターのある建物の１階です。 

 



 

 

 

 

下記の項目をご記入の上、「名古屋大学職員組合」宛てに 

メールか電話でお申し込みください。 

1. お名前 

2. 所属 

3. 職種： パート職員  契約職員  その他（       ） 

4. 内線（または連絡先） 

5. 軽食について： 必要 または 不要 

 

 

 

 

 

 

 

 

名大職組は、私たちの労働条件・労働環境を守るために活動しています。 

また、職種を越えて様々な交流もしています。 

この機会に、職員組合の活動について知っていただければ幸いです。 

9/7（木）開催 名大職組 契約・パート部会 

「非常勤職員の雇用期限問題」報告会 ＆ 組合説明会 参加申し込み方法 

【申 し 込 み 先】 

名 古 屋 大 学 職 員 組 合 

（所在：工学部二号館北館 332号室） 

E-mail：nuufs@nuufs.org 

T E L：052-789-4913（内線：東山 4913） 

mailto:nuufs@nuufs.org


改正労働契約法の趣旨に反した『雇止め』阻止・  
 無期転換促進に向けての署名 

1,025 筆を総長に提出しました。 
ご協力ありがとうございました。 

 
『無期労働契約への転換権が発生する前の雇止めを禁止すること』 
『希望する契約・パートタイム職員を無期転換すること』 
を総長に要求する署名活動に取り組み 2017 年 2 月 28 日に手渡し
ました。（４月 25 日に追加分を手渡し署名活動は終了としました） 
 

＝署名集約報告＝ 

署名期間：2017年 1月 10日～2017年 4月 25日 

署名対象者：名古屋大学全教職員（約 6000人） 

署名方法：個人署名（紙媒体+電子）   署名数：1,025筆 

（内訳） 

  事務・図書 技術・技能 秘書 教員 その他 空白 合計 

契約職員 71 48 7 22 8 3 159 

パートタイム 295 121 88 4 26 14 548 

正規職員 38 100 0 118 9 6 271 

その他 3 6 0 16 21 1 47 

合計 407 275 95 160 64 24 1,025 

*総長へのメッセージ欄には、多彩な意見を御記入いただきました。 

★★★無期化に向けてのビラを配りました★★★ 
 2 月 9 日に大学が過半数代表と組合に対し、人事関係諸制度の見直しについて説明会が開催さ

れ、そこで「労働契約法改正に伴う無期契約転換について（案）」が出されました。その内容は、

筆記試験等による選抜で、採用人数も不確定であり、正規職員と今の契約・パート職員の間に新たに

益々中途半端な待遇の職層（事務員）を設け、合格者以外は全員通算 5年到来前に雇止めとするも

のでした。これは労働契約法の趣旨に反するものであり、全く承諾できるものではありません。組

合は即時に団体交渉を申し入れ3月3日に大学と交渉し、提案の取り下げを要望する意見書を提出しま

した。 

 名大職組契約・パート部会では、この大学の提案に対し反対のビラを作成し、3月 1日（水）の

昼休みに北部・理系の食堂前と 3月 3日（金）は朝地下鉄出入口で配布しました。また、一部部局

の研究室ポスト等に投函して約 300枚配布しました。 

各部局長宛にも有期雇用職員の期限撤廃に向けての協力共同の要請文と共にこのビラを送付しました。 

その結果…→2 月の筆記試験実施（案）から大きく改善！！ 
5 月に「名古屋大学職員組合」の「要求」を組み込んで改善された修正（案）が大学から提案され、

7 月 18 日についに決定！ 無期化の道が大きく開けました！ 



●さらに、組合として要求していた、 
契約職員（年俸制）の交通費の支給が決定！ 
２０１８年４月１日から年俸とは別で交通費が支給されます。 
 

●契約職員の雇用期限が３年から５年に伸びます。 
（ただし、２０１８年４月１日以降） 

●正規化試験の厳格化を阻止→→正規化試験の筆記試験が

大卒程度になるという提案を阻止しました！！ 

------------------------------------------------------------------------------  
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